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茨城大学農学部

労 働 組 合

 

3 地区合同団体交渉行われる 
   （2 月 14 日（木）午前 10 時～水戸会議室 農学部から 4 人） 

主に教職員賃金規程の一部改正について 

 目的積立金の推移や平成19事業年度補正予算についての説明を受け、交渉を行いました。

農学部としては、「人件費推計表」による剰余金の使い方については、若年層の教員採用・

通勤手当の見直し・パート職員へのボーナス支給等々を要望。 

 

平成１９年度教職員賃金規程の主な改正事項（改めての提案） 

１ 基本給月額（初任給層の増額改定） 

２ 昇給号級数の特例（1月1日の昇給日以後に新たに教職員となった者の、次期昇給期 

における昇給号給数についての規定） 

３ 昇給区分Ｂ以上の割合（特定職員及び一般職員とも同率に規定） 

４ 扶養手当（子等に係る手当額の改定：6,000円⇒6,500円） 

５ 広域人事交流手当（創設） 

６ 地域手当（段階的に引き上げる地域手当の一部を繰り上げ改定） 

７ 勤勉手当（支払総額の改定：年間1.45月⇒1.5月） 

８ その他（賃金支払日の追加修正、昇給規定改正に伴う条文整備、組織規則改正に伴 

う改正、基本給月額の改正に伴う基本給の調整額の改正） 

９ 附則（基本給表の改定に伴う号給異動者の号給決定の取り扱いに関する規定、広域 

人事交流手当の経過措置に関する規定、地域手当の引き上げ（0.5%）に伴い広域人事交

流手当が支払われる職員の端数の取り扱いに関する規定、勤勉手当支払総額H19.12月期

の特例に関する規定） 

 

 

農学部組合といたしましては・・・ 

  今回の教職員賃金規程の一部改正について、平成19年度の決算見込み及び20年度の予算

上に占める人件費削減の効果に十分配慮し、平成20年度の人件費に関する検討交渉を行う

こととして合意いたしました。 



組合 

 

 

（小杉山基昭先生、木ノ瀬紘一先生、清水浩先生、藤田道子さん、 

柴原英子さん、岩立聖美さん です） 

  

陽ざしが少し春めいてまいりました。 

 さて、この2月、3月に退職されます方々の労をねぎらい、組合でのご活躍に感謝

の気持ちを込めまして下記のように送別会を開催いたします。何かとお忙しい時期

ですが、多くのみなさまのご出席をよろしくお願いいたします。 

 

 

                     記 
  

    日時： 3 月 4 日（火） 

午後 6 時～8 時 

  場所： 生協食堂 
 
          
★ 組合員以外の方も大歓迎です。どうぞご参加下さい。 
★ 下記の申し込み用紙にご記入の上、切り取って 2 階の組合メールボックスに 
  2 月 28 日までにお願いします。 
★ 会費：   組合員 1,000 円（組合員外 1,500 円）･･･当日集金です 
★ ヘルシーなお料理を準備しております。 

 

 キ  リ  ト  リ  

 
送別会に出席します。 

 
            お名前： 


